
建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

（最終改正 令和8（2026）年6月1日適用） 

 

建 設 工 事 請 負 契 約 書 

 

（中略） 

 

４ 工事を施工しない日 

  工事を施工しない時間帯 

 

（中略） 

 

（Ａ）本契約の証として本書 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

（Ｂ）本契約の証として、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後電

子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。 

〔注〕（Ａ）は紙の契約書を採用する場合、（Ｂ）は電子契約を採用する場合に使用する。 

 

（中略） 

 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工

上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この

場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけ

ればならない。 

２ 発注者は、受注者の施工する工事及び設計図書に示した他の機関の発注に係る他の工事が施工上

密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、当該他の機関と調整を行うもの

とする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該他の機関の発注に係る工事の円

滑な施工に協力しなければならない。 

 

（請負代金内訳書及び工程表） 

第３条 受注者は、この契約締結後５日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」

という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、材料費、労務費、法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担

額をいう。）、安全衛生経費（建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律（平成28年法

律第111号）第10条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。）並びに建

設業退職金共済契約（中小企業退職金共済法（昭和34年法律第160号）第二条第五項に規定する特定業

種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。）に係る掛金を明示するものとする。 

３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 

（最終改正 令和7（2025）年4月1日適用） 

 

建 設 工 事 請 負 契 約 書 

 

（中略） 

 

 

 

 

（中略） 

 

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

 

 

（中略） 

 

（関連工事の調整） 

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工

上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この

場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 （請負代金内訳書及び工程表） 

第３条 受注者は、この契約締結後５日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書（以下「内訳書」

という。）及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 

２ 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 

 

 

 

 

３ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 
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建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

 

（適正な労務費の確保等） 

第３条の２（Ａ） 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基

準（建設業法（昭和24年法律第100号）第34条第２項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。

以下同じ。）を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 

２ 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 

二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者（次号において「下請

負人」という。）に支払うものとすること。 

三 下請負人との間で、次に掲げる事項を約する契約を締結すること。 

イ 下請負人が適正な賃金をその雇用する技能者に支払うこと。 

ロ 下請負人が労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を当該下請負人が直接下請契約を締結す

る者（ハにおいて「再下請負人」という。）に支払うこと。 

ハ 下請負人が、再下請負人との間で、建設工事標準下請契約約款第二条の二に定める事項を含む契

約を締結すること。 

ニ 受注者からの求めに応じて、イ及びロの支払並びにハの契約を締結したことに関する書面を提出

すること。 

４ 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、

理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 

一 前項第１号の支払に関する書面 

二 前項第２号の支払に関する書面 

三 前項第３号の契約を締結したことに関する書面 

〔注〕第１号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第２号及び第３号の書面としては、受注

者と下請負人との間の下請契約の契約書の写しの該当部分などが該当する。 

５ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 

 

（適正な労務費の確保等） 

第３条の２（Ｂ） 発注者及び受注者は、請負代金内訳書に明示される労務費が、労務費に関する基

準（建設業法（昭和24年法律第100号）第34条第２項に基づき中央建設業審議会が勧告する基準をいう。

以下同じ。）を踏まえた適正な労務費であることを確認する。 

２ 発注者は、前項の請負代金内訳書に明示された労務費を含む請負代金額を受注者に支払わなけれ

ばならない。 

３ 受注者は、次に掲げる事項を行わなければならない。 

一 適正な賃金をその雇用する技能者に支払うものとすること。 

二 労務費に関する基準を踏まえた適正な労務費を直接下請契約を締結する者に支払うものとするこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加 

 

 

 

 

 

 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

と。 

４ 発注者は、受注者に対して、適正な労務費の確保等のためその他必要があると認められるときは、

理由を付して、相当の期間を定めて、次に掲げる書面の提出を求めることができる。 

一 前項第１号の支払に関する書面 

二 前項第２号の支払に関する書面 

〔注〕第１号の書面としては、賃金を支払った旨の誓約書、第２号の書面としては、受注者と下請負

人との間の下請契約の契約書の写しの該当部分などが該当する 。 

５ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、前項各号に掲げる書面を提出するものとする。 

〔注〕第３条の２の使用は任意であるが、原則として（Ａ）を使用することを基本とし、（Ｂ）につい

ても選択することができることとする。なお、使用しない場合は削除する。 

 

（契約の保証） 

第４条（Ａ） 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ

ならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発

注者に寄託しなければならない。 

 一 契約保証金の納付 

 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認

める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第

２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

２ 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法（ 以下「電磁的方法」という。） であって、当該履行保証保険契約

の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保

険証券を寄託したものとみなす。 

３ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）

は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

４  受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条

第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

５ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付し

たときは、契約保証金の納付を免除する。 

６ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、

発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ

る。 

〔注〕（Ａ）は、金銭的保証を求める場合に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（契約の保証） 

第４条（Ａ） 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ

ならない。ただし、第５号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発

注者に寄託しなければならない。 

 一 契約保証金の納付 

 二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 

 三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認

める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第

２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。）の保証 

 四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証 

 五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 

 

 

 

 

２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第５項において「保証の額」という。）

は、請負代金額の10分の１以上としなければならない。 

３  受注者が第１項第３号から第５号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第55条

第３項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号又は第５号に掲げる保証を付し

たときは、契約保証金の納付を免除する。 

５ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の１に達するまで、

発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができ

る。 

〔注〕（Ａ）は、金銭的保証を求める場合に使用する。 
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以下繰下げ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

 

（中略） 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と

する。 

 一 現場代理人 

 二 （Ａ）〔専任の〕主任技術者 

   （Ｂ）〔監理技術者資格者証の交付を受けた専任の〕監理技術者 

    （Ｃ） 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。） 

 三 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

〔注〕（Ｂ）は、建設業法第26条第２項の規定に該当する場合に、（Ａ）は、それ以外の場合に使用す

る。（Ｃ）は、（Ｂ）を使用する場合において、建設業法第26条第３項第２号ただし書きの規定を使用

し監理技術者が兼務する場合に使用する。 

 

（中略） 

 

（工期の変更方法） 

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の

請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開

始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議

を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注

者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したこ

とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（請負代金額の変更方法等） 

第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

３ 発注者は、第１項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分な協議

 

（中略） 

 

（現場代理人及び主任技術者等） 

第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、

その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様と

する。 

 一 現場代理人 

 二 （Ａ）〔専任の〕主任技術者 

   （Ｂ）〔監理技術者資格者証の交付を受けた専任の〕監理技術者 

    （Ｃ） 監理技術者補佐（建設業法第26条第３項ただし書きに規定する者をいう。以下同じ。） 

 三 専門技術者（建設業法第26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。） 

〔注〕（Ｂ）は、建設業法第26条第２項の規定に該当する場合に、（Ａ）は、それ以外の場合に使用す

る。（Ｃ）は、（Ｂ）を使用する場合において、建設業法第26条第３項   ただし書きの規定を使用

し監理技術者が兼務する場合に使用する。 

 

（中略） 

 

（工期の変更方法） 

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14

日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第22条の場合にあっては、発注者が工期変更の

請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開

始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 

 

 

 

（請負代金額の変更方法等） 

第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日

から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものと

する。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、

受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 

 

 

 

 

 

一部追加 
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第３項追加 

以下繰下げ 
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を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に関して受注

者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を申請したこ

とを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

４ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が

負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における

賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請

負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額

から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）

と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する

額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額に

つき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ

き発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合に

あっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことがで

きる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金

額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代

金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を

請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション

又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各

項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知

する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日か

ら７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知す

ることができる。 

９ 発注者は、第３項又は第７項の協議に当たっては、受注者からの意見の趣旨をできる限り勘案し

十分な協議を行うように留意するとともに、受注者との間で協議が整わなかったこと又は当該協議に

関して受注者が第60条に規定するあっせん若しくは調停を請求したこと又は第61条に規定する仲裁を

 

 

 

３ この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が

負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 

 

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更） 

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における

賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請

負代金額の変更を請求することができる。 

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額（請負代金額

から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。）

と変動後残工事代金額（変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する

額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額に

つき、請負代金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づ

き発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合に

あっては、発注者が定め、受注者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことがで

きる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金

額変更の基準とした日」とするものとする。 

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代

金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を

請求することができる。 

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション

又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各

項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 

７ 前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知

する。 

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知

しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日又は受けた日か

ら７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知す

ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９項追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

申請したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（中略） 

 

（前金払及び中間前金払） 

第35条  受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４項

に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証期

限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注

者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相

手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注

者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

３ 発注者は、第１項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支

払わなければならない。 

４ 受注者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、

契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、

請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 

５ 第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。 

６ 受注者は、第４項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前

払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったとき

は、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４

（第４項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６）から受領済みの前払金額（中

間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。）を差し引

いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。

以下この条及び次条において同じ。）の支払いを請求することができる。この場合においては、第３項

の規定を準用する。 

８ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代

金額の10分の５（第４項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の６）を超えるとき

は、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。た

だし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支

払額の中からその超過額を控除することができる。 

９ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であ

ると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金

額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

10 発注者は、受注者が第８項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延

 

 

（中略） 

 

（前金払及び中間前金払） 

第35条(Ａ) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４

項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証

期限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発

注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払

わなければならない。 

３ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４

から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することがで

きる。この場合においては、前項の規定を準用する。 

４ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代

金額の10分の５を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を

返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしょうと

するときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であ

ると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金

額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で

計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

〔注〕(A)は、中間前金払をしない場合に使用する。 

第35条(Ｂ) 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第２条第４

項に規定する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）と、契約書記載の工事完成の時期を保証

期限とする同条第５項に規定する保証契約（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発

注者に寄託して、請負代金額の10分の４以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払

わなければならない。 

３ 受注者は、第１項の規定による前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、

契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、

請負代金額の10分の２以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。 

４ 第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

５ 受注者は、第３項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前

払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったとき

 

 

 

 

 

第 35 条改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

防止等に関する法律（昭和24年法律第256号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率（以下「政

府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定による率」という。）を乗じて計算した額の

遅延利息の支払いを請求することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保証契約の変更） 

第36条 受注者は、前条第７項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請

求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければなら

ない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更し

たときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、第１項又は第２項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該

保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合に

おいて、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 

４ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を

保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

は、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 

６ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の４

（第３項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の６）から受領済みの前払金額（中

間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。）を差し引

いた額に相当する額の範囲内で前払金（中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金を含む。

以下この条から第37条までにおいて同じ。）の支払いを請求することができる。この場合においては、

第２項の規定を準用する。 

７ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代

金額の10分の５（第３項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の６）を超えるとき

は、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。た

だし、本項の期間内に第38条又は第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支

払額の中からその超過額を控除することができる。 

８ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であ

ると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金

額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

９ 発注者は、受注者が第７項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同

項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で

計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 

〔注〕(Ｂ)は、中間前金払をする場合に使用する。 

 

（保証契約の変更） 

第36条(Ａ) 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払い

を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければ

ならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更し

たときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を

保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

〔注〕(A)は、中間前金払をしない場合に使用する。 

第36条(Ｂ) 受注者は、前条第６項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払い

を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければ

ならない。 

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更し

たときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を

保証事業会社に直ちに通知するものとする。 

〔注〕(B)は、中間前金払をする場合に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 36 条改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

 

（前払金の使用等） 

第37条 受注者は、前払金（中間前払金を除く。）をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、

機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、

仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当しては

ならない。ただし、前払金の100分の25を超えない範囲で、前払金をこの工事の現場管理費及び一般管

理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 

２ 受注者は、中間前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補

償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 

 

（中略） 

 

（債務負担行為に係る契約の特則） 

第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下「支

払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

         年 度               円 

         年 度               円 

         年 度               円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

         年 度               円 

         年 度               円 

         年 度               円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定

額を変更することができる。この場合発注者は、受注者に通知しなければならない。 

 

（債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工事

完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、

各会計年度末）」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前

会計年度末における第38条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」

という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をし

たときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を

締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執

行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。 

２ 前項の場合において、発注者の予算の都合により、契約会計年度について前払金及び中間前払金

を支払わず、翌会計年度に契約年度分を含めて支払う旨を発注者が定めた場合には、同項の規定によ

 

（前払金の使用等） 

第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費（この工事

において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補

償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前

払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうち

この工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 

 

 

 

 

（中略） 

 

（債務負担行為に係る契約の特則） 

第40条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額（以下「支

払限度額」という。）は、次のとおりとする。 

         年 度               円 

         年 度               円 

         年 度               円 

２ 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 

         年 度               円 

         年 度               円 

         年 度               円 

３ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第１項の支払限度額及び前項の出来高予定

額を変更することができる。この場合発注者は、受注者に通知しなければならない。 

 

（債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則） 

第41条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第35条中「契約書記載の工事

完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度以外の会計年度にあっては、

各会計年度末）」と、同条及び第36条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額（前

会計年度末における第38条第１項の請負代金相当額（以下この条及び次条において「請負代金相当額」

という。）が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をし

たときは、当該超過額を控除した額）」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を

締結した会計年度（以下「契約会計年度」という。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執

行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。 

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に

定められているときには、同項の規定により準用される第35条第１項及び第３項の規定にかかわらず、

 

 

括弧書き追加 

 

 

 

 

第２項追加 

 

 

 

 

 

 

見消し削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見消し削除 

 

 

 

 

 

 

 

第２項改正 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

り準用される第35条第１項及び第４項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金

及び中間前払金の支払いを請求することができない。 

３ 第１項の場合において、発注者の予算の都合により、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び

中間前払金を含めて支払う旨を発注者が定めた場合には、同項の規定により準用される第35条第１項

の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払

金相当分(       円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで

の出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における

請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額（以下「出来高超過額」という。）につい

て発注者が必要があると認めたときは、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外

の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求するこ

とはできない。 

２ この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、

第38条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

(a) 部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－前会計年度までの支払金額－（請負代金相当額－前

会計年度までの出来高予定額）×(当該会計年度前払金額＋当該会計年度の中間前払金額)／当該会計

年度の出来高予定額 

  ［注］(a)は、中間前払金を選択した場合に使用する。 

(b) 部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 × ９／10－（前会計年度までの支払金額 ＋ 当該会計年度

の部分払金額） － {請負代金相当額 － （前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）} × 当

該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

         年 度          回 

         年 度          回 

         年 度          回 

 

（中略） 

 

受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。 

 

３ 第１項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨

が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第35条第１項の規定にかかわら

ず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分

(       円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。 

４ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額

に達しないときには、同項の規定により準用される第35条第１項の規定にかかわらず、受注者は、請

負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の

支払いを請求することができない。 

５ 第１項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額

に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延

長するものとする。この場合においては、第36条第３項の規定を準用する。 

 

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則） 

第42条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度まで

の出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に、前会計年度末における

請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた額（以下「出来高超過額」という。）につい

て発注者が必要があると認めたときは、部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外

の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求するこ

とはできない。 

２ この契約において、前払金及び中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、

第38条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。 

(a) 部分払金の額≦請負代金相当額×９／10－前会計年度までの支払金額－（請負代金相当額－前

会計年度までの出来高予定額）×(当該会計年度前払金額＋当該会計年度の中間前払金額)／当該会計

年度の出来高予定額 

  ［注］(a)は、中間前払金を選択した場合に使用する。 

(b) 部分払金の額 ≦ 請負代金相当額 × ９／10－（前会計年度までの支払金額 ＋ 当該会計年度

の部分払金額） － {請負代金相当額 － （前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額）} × 当

該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額 

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 

         年 度          回 

         年 度          回 

         年 度          回 

 

（中略） 

 

 

 

第３項改正 

 

 

 

第４項削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

見消し削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

（解除に伴う措置） 

第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡し

を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければなら

ない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、

出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第35条（第41条において準用する場合を含む。）の規定による前払金又は

中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額（第38条及び第42条の規定による部

分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額）

を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金

額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条、第48条の２又は次

条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の

日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定による率を乗じて

計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は第52条の規定によるときにあっては、そ

の余剰額を発注者に返還しなければならない。 

 

（中略） 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。 

一 工期内に工事を完成することができないとき。 

二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 

三 第47条、第48条又は第48条の２の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第47条、第48条又は第48条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。  

二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由に

よって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規

定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律154号）の

規定により選任された管財人 

（解除に伴う措置） 

第54条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、

当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡し

を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければなら

ない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、

出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 

３ 第１項の場合において、第35条（第41条において準用する場合を含む。）の規定による前払金又は

中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額（第38条及び第42条の規定による部

分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額及び中間前払金の額を控除した額）

を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金

額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条、第48条の２又は次

条第３項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払いの日から返還の

日までの日数に応じ年2.5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第51条又は

第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。 

 

 

（中略） 

 

（発注者の損害賠償請求等） 

第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償

を請求することができる。 

一 工期内に工事を完成することができないとき。 

二 この工事目的物に契約不適合があるとき。 

三 第47条、第48条又は第48条の２の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 

四 前３号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である

とき。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分

の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

一 第47条、第48条又は第48条の２の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。  

二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由に

よって受注者の債務について履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成16年法律第75号）の規

定により選任された破産管財人 

二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成14年法律154号）の

規定により選任された管財人 

 

 

 

 

 

 

 

第３項一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



建設工事請負契約書 新旧対照表 

新 旧 備考 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定により選任された再生債務者等 

４  第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみな

される場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができ

ない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５  第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形

部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律第８条第１項の規定による率を乗じて計算した額とする。 

 

（中略） 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第56条  受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

一 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

２ 第33条第２項（第39条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場

合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律第８条第１項の規定による率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することが

できる。 

 

（中略） 

 

（賠償金等の徴収） 

第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わな

いときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の

日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定による率を乗じて

計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴

する。 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に

関する法律第８条第１項の規定による率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。 

 

 

三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成11年法律第225号）

の規定により選任された再生債務者等 

４  第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみな

される場合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができ

ない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５  第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形

部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額と

する。 

 

（中略） 

 

（受注者の損害賠償請求等） 

第56条  受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を

請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして

発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

一 第51条又は第52条の規定によりこの契約が解除されたとき。 

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると

き。 

２ 第33条第２項（第39条において準用する場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場

合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した額の遅

延利息の支払いを発注者に請求することができる。 

 

 

（中略） 

 

（賠償金等の徴収） 

第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わな

いときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の

日まで年2.5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、

なお不足があるときは追徴する。 

 

２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5ﾊﾟｰｾﾝﾄの割合で計算した

額の延滞金を徴収する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５項一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２項一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

一部改正 

 

 

 

 

 

 

 

 


